講演会への賛助金拠出申込書
	住所
	〒


	会社名／代表者名
	／

	ＴＥＬ/ＦＡＸ.
	／

	拠出金　[1万円／1口]
	[　￥　　　　　　　　　　　　　　　]　　　／　　口数：

	講演会、交流会への
ご参加
	□講演会のみ　　　　　□交流会のみ　　　　　□講演会と交流会
人数　：　　　（　　　）人　　　　　　　　（　　　）人　　　　　　　　（　　　）人　　　


　　　　※振込口座は下段をご参照下さい。　お申し込み者のお名前は別紙にご記入下さい。

賛助金の税控除　[法人の場合]
●法人が国税庁認定NPO法人に対して支出した寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱うことができます。したがって、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
●なお、損金算入をすることができる金額の計算は、特定公益増進法人に対する寄付金と合わせて行うことになりますから、ご注意ください。 
　　損金算入限度額 ＝ ①＋② 
　① 一般の寄付金に係わる損金算入限度額
　　　 　＝ (資本等の金額 ×0.25％ + 所得の金額 × 2.5％） × 0.5 

② ①の金額と 特定公益増進法人に対する寄付金の額及び認定NPO法人等に対する寄付金の額の合計額のいずれか少ない額 

＜寄付金の損金算入を受けるための手続き＞
●寄付金領収日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入してください。「領収書」は毎年1月末日までに、前年度分の寄付金（1月1日～12月31日までの受領分）について一括してお送りいたします。決算期の関係で、領収書送付時期の変更をご希望の場合は事務局までご連絡ください。
●寄付金のお振込みの際にお手許に残る控えは、当協会から「領収書」が届くまで大切に保管しておいてください。また、 紛失などによる「領収書」の再発行は致しませんので、申告時まで大切に保管してください。 

●「領収書」の発行宛名は、郵便払込用紙などに印字されたお名前とさせていただきますが、宛名の訂正が必要な場合は事務局までお知らせください。
●銀行振込の場合、住所などKU-MAには通知されませんので、事務局までご連絡下さい。尚ホームページ上から寄付金申込書を送信している場合は必要ありません。
国税庁ホームページ　　http://www.nta.go.jp/
２





産業クラスター研究会　御中　（FAX.046-847-6355）








産業クラスター研究会口座振込先（下記の何れかにお願い致します）


三浦藤沢信用金庫本店　　　口座：普通　NO：1431827　特非）産業クラスター研究会　理事長　木下　武


湘南信用金庫北久里浜支店　口座：普通　NO：0211128　特非）産業クラスター研究会








